
環境プラザ事業と札幌市環境活動推進会議（運営委員会） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

札幌市（環境保全政策） 
・ 環境保全活動に関すること 
・ 環境教育・学習に関すること 

環境プラザの指定管理者 
環境プラザの管理運営 
・ 施設の管理（貸室、展示など） 
・ 市が必要と認める事業 

環境プラザ：市の環境保全施策の一部を具体 
的に事業として展開する公の施設 

市民、事業者等 

札幌 境活 進会議 
（運営委 の機

＜構成メンバー＞  
市民・企業・市民団体・学識経験

＜役割＞ 
・ 地球環境保全の推進に関する事

・ 環境保全に関する活動の推進に

・ 環境保全に関する情報の提供及

報告 

調査・指示 

管理の基準

業務の範囲

の決定 

管理の代行 

札幌市環境基本計画 
（推進施策の実行） 

独自

事業 

連携 

意見 

意見、提案、 
助言、評価 

情報提供、 
提案、報告 

例） 
・基本方針： 

4 年に 1 回 
(1 指定期間) 

・事業評価： 
毎年 
(中間､年度末） 

環境プラザの 
事業について 
動推
能を兼ねたもの） 

市環
員会
者・行政（指定管理者を含む） 

項 
関する事項 
び収集に関すること 

環境プラザ事業

への提言、評価

等を含む。 


